
これまでも、適正な確保を求めてきた経費
（法定福利費の事業主負担分、安全衛生経
費、建退共掛金）を、見積書における内訳
明示の対象として位置づけ、著しく低い額
での見積り等を禁止するとともに、基準値
の公表時に「雇用に伴う必要経費」を含ん
だ額を参考値として公表する。

②�労務費等を内訳明示した見積書の提出の
促進
中小の建設業者や一人親方も含め、労務

費等を内訳明示した適正な見積書を作成す
る商慣行が形成されるよう、取組を進め
る。

③�「建設技能者を大切にする企業の自主宣
言制度」による技能者の処遇改善を進め
る事業者の見える化
技能者を大切にする企業の取組を可視化

し、その評価を向上させ、受注機会の確保
等につなげる。

④�本基準を著しく下回る見積り・契約への
指導・監督
労務費等を内訳明示した見積書について

一定期間の保存を義務付けるとともに、違
法性のあるケースにおいて許可行政庁によ
る適切な指導・監督がなされるよう、建設 
G メンによる調査・助言を進める。

3-3．�支払段階における実効性確保の取組
①CCUSレベル別年収の支払い
技能者の技能・経験に応じた公共工事設
計労務単価並みの水準の適正な賃金とし
て、CCUSレベル別年収を位置づけるとと
もに、目標値と標準値の２つの水準の値を
設定し、目標値の支払いを推奨し、標準値
を下回る支払い状況の事業者については、
請負契約において労務費のダンピングの恐
れがないか重点的に確認する。

②�コミットメント制度を通じた適正な支払
いの担保
契約締結時に受注者が注文者に労務費・
賃金の適正な支払いを約する条項を建設工
事標準請負契約約款に導入するとともに、
サプライチェーン全体の個々の取引におけ
る活用を推奨する。

③�技能者通報制度による適正でない賃金支
払いの情報提供
デジタル技術を活用した技能者からの賃
金に係る情報提供制度を導入するととも
に、ここで得られた情報を端緒として、建
設Ｇメンの調査等に活用する。

④�労務費・賃金の支払い態様が悪質な事業
者の見える化
労務費や賃金の支払いに関し悪質な態様
が認められる事業者を見える化することに
より、優良な事業者が市場で選択される環
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